
職業訓練指導員（テクノインストラクター）の供給が不足している現状を踏まえ、(独)高齢・障害・求職
者雇用支援機構 職業能力開発総合大学校（職業大）の「特定応用課程の１年生や２年生（＝総合課程の
３年生や４年生）」を対象とする「短期養成課程」のコース新設を柱とする改正を行うもの。

【職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令案の概要】

【施行期日】 平成31年 ４月 １日（予定） 1
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① 職業大における指導員養成訓練について、新たに、「特定応用課程の１年生や２年生（＝総合課程の３年生や４年
生に該当）」の訓練生を対象とする「指導力習得コース」を、「短期養成課程」の１コースとして新設する。

② ①の新設に伴う職業訓練指導員の免許資格等の規定の整備など所要の改正を行う。

※ 指導力習得コースの概要
教 科：「教科指導法」及び「能力開発支援法」
訓練時間：144時間

現在
テクノインストラクターを
希望する職業大の訓練生

特定専門課程
長期養成
課程

５年目

特定応用課程
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専門課程
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新設
テクノインストラクターを
希望する職業大の訓練生

特定専門課程

短期養成課程
指導力習得
コース

特定応用課程
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改正の内容

本改正により、訓練修了後に「職業訓練指導員」への就業を希望する特定応用
課程の１年生や２年生（総合課程の３年生や４年生に該当）が、特定応用課程
の訓練受講・履修と並行して、指導力習得コースの短期養成課程を受講するこ
とにより、特定応用課程の訓練修了時に、併せて「職業訓練指導員免許」の取
得を可能とする。

総合課程



職業訓練指導員
の担当資格

指導可能な
訓練課程

指導可能となる訓練課程を
実施する訓練施設

担当する指導員の免許資格の
取得方法例

専門課程 専門課程 都道府県

機構

職業能力開発短期大学校

職業能力開発大学校・
職業能力開発短期大学校
(ポリテクカレッジ)

職業能力開発総合大学校

・総合課程４ヵ年＋長期養成課程１ヵ年を修了した
者

・博士や修士の取得者であって、訓練に関し適切に
指導することができる能力を有すると認められる
もの 等普通課程

(短期課程を含む)
（以下に同じ）

普通課程 普通課程
(短期課程を含む)

都道府県

法務省

機構

民間

職業能力開発校

矯正施設

職業能力開発促進センター
(ポリテクセンター)

認定職業訓練施設

・職業訓練指導員試験を合格した者

・厚生労働大臣が定める講習(48時間講習)を修了し
た者

【追加(改正後)】
・総合課程４ヵ年(短期養成課程「指導力習
得コース」を併せて受講)を修了した者

（参考）
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免許取得まで
通算５ヵ年必要

４ヵ年で資格取得
が可能に

訓練生が職業大を
卒業後

都道府県などが指導員を「採用」可能に


